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令和８年度　　　　　　　

一般廃棄物処理実施計画 

○ごみ処理実施計画　○生活排水処理実施計画  



 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

令和８年度寄居町一般廃棄物処理実施計画 

 

１　趣旨 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という）第６条第１

項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「省令」と

いう。）第１条の３及び寄居町廃棄物の減量及び処理に関する条例（平成 10 年寄居町条例第 22

号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、寄居町の一般廃棄物処理実施計画（以下「計

画」という。）を以下のとおり定める。 

 

２　計画期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

３　計画の区域 

寄居町全域とする。 

 

４　ごみ処理実施計画 

　　別紙のごみ処理実施計画のとおり 

 

５　生活排水処理実施計画 

　　別紙の生活排水処理実施計画のとおり 

 

６　その他 

　　計画に変更が生じたときは、その都度変更を行うものとする。  
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